
山梨県

前章で記載した「重点分野」に対する取組である「3つの柱」に基づき、各分野における課題を解決するために重点

的に取り組むべき社会資本整備について、「重点目標」「施策」「取組」として設定しました。

１ リニア開業効果の県全域への波及

２ 他圏域との連携強化

３ 県内拠点間の連携強化

４ 地域観光資源の利活用

５ 活力ある市街地環境の創造

６ 安全安心な生活環境の確保

７ 効率的な森林の施業

８ 農業競争力の強化

◆ 重点分野：始まる山梨 【活力・成長】

◆ 重点分野：繋げる

１ 持続可能な県土づくり

３ インフラ整備を支える基盤の強化

第４章 施策及び主な取組
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山梨県

１ 流域治水の推進

２ 土砂災害・山地災害からの生命・財産の保護

３ 大規模地震からの生命・財産の保護

４ 富士山噴火への備え

５ 緊急時の救援活動を支える基盤づくり

６ 災害時における道路ネットワークの強靱化

７ 災害時における電力供給の確保

８ 地域防災力の強化

◆ 重点分野：守る山梨 【防災・減災】

る山梨 【持続・スマート】

２ 将来像を踏まえたインフラの再構築

４ 賢く持続可能なインフラの管理・運用

「重点分野」ごとの「重点目標」を以下のとおり設定し、次ページ以降に、「重点目標」達成に向け取り組むべき「施

策」を写真や図表を用いて示しています。さらに、各施策に対する具体的な「取組」及び取組を進める「主な事業」につ

いて示しています。

なお、本章では、その「取組」のうち、主なものについて記載することとし、別冊の施策表に、各施策に対する全ての

「取組」と「主な事業」を示しています。
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